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準備委託仕様書(案) 

 

１ 件名 

包括的支援事業の実施等に係る準備委託 

 

２ 委託期間 

平成 27年２月１日から平成 27年３月 31日 

 

３ 地域包括支援センターの設置等 

(1) 履行場所は、プロポーザルを踏まえ、下表の中から、包括的支援事業の実施を受託した事業者（以

下「乙」という。）と、練馬区（以下「甲」という。）との協議のうえ決定する。 

光
が
丘 

名称 光が丘地域包括支援センター 

所在地 光が丘総合福祉事務所内（光が丘２－９－６） 

所管区域 旭町、春日町、北町、高松、田柄、土支田、錦、早宮、光が丘、氷川台、平和台 

石
神
井 

名称 石神井地域包括支援センター 

所在地 石神井総合福祉事務所内（石神井３－30－26） 

所管区域 
上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関

町南、高野台、立野町、富士見台、南田中、三原台、谷原 

大 

泉 

名称 大泉地域包括支援センター 

所在地 大泉総合福祉事務所内（東大泉１－29－１） 

所管区域 大泉学園町、大泉町、西大泉、西大泉町、東大泉、南大泉 

 

(2) 乙は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成 26 年法律第 83 号）の成立に伴う改正後の介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」

という。）第 115 条の 46 第 3 項に基づき、平成 27 年 2 月末日までに、練馬区長に届け出て、地域

包括支援センターを設置すること。なお、地域包括支援センターの名称、所在地および担当区域は、

３(1)の履行場所のとおりとする（１事業者につき１区域）。 

 

(3) 乙は地域包括支援センターの設置者として、法第 115 条の 22 第１項に基づき、別に定める期日ま

でに、練馬区長に指定介護予防支援事業者の指定を申請すること。 

 

４ 委託内容 

(1) 法第 115条の 47第１項および第２項に基づき、法第 115条の 4第２項各号に規定する包括的支援事

業（第５号に規定する生活支援サービス体制の整備を除く。）の実施を委託する。 

 

(2) 法第 115条の 47第４項に基づき、法第 115条の 45第１項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事

業（指定介護予防支援または特例介護予防支援サービス計画に係る介護予防支援を受けている者を除

く居宅要支援被保険者に限る。）の実施を委託する。 

資料 2－2 
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(3) 法第 28条第５項、法第 29条第２項、法第 33条第４項および法第 33条の２第２項に基づき、要介護

認定および要支援認定の更新または区分変更の申請に伴う申請に係る被保険者の心身の状況等に関

する調査を委託する。 

 

(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年法律 124 号。以下「高

齢者虐待防止法」という。）第 17条に基づき、養護者による高齢者虐待の防止等に関する事務を委託

する。 

 

５ 履行内容 

(1) 業務時間 

 毎週月曜日から金曜日までの午前８時 30分から午後５時 15分までとする。 

ただし、国民の休日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日を除く。 

 

(2) 業務内容 

   乙は、つぎの各業務について、法第 115条の 47第１項に基づき練馬区（以下「甲」という。）が

定める「練馬区地域包括支援センター運営方針」に基づき、適切、公正かつ中立に各事業を履行す

ること。また、期限までに各業務を履行し、甲の検査を受けなければならない。 

ア 総合相談支援事業（法第 115条の 45第２項第１号） 

・ ５(1)に掲げる業務時間内において、所在地の事務所内に総合相談窓口を開設し、６(1)ア(ｱ)か

ら(ｳ)までに掲げる職員を配置するための準備を行うこと。 

・ 地域の被保険者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよ

うにするため、個々の相談に応じ必要な支援を把握して、適切なサービス、関係機関および各

種制度の利用につなげる等の支援を行うための準備を行うこと。 

・ 甲が実施する介護サービス等に係る各種申請の受け付け、または法第 27条第１項および法第 32

条第１項に基づき要介護認定等の申請の代行を行うための準備を行うこと。 

・ 紙おむつまたは紙おむつ代の支給の申請があった場合、申請を受け付け、甲が定める基準を確

認するための準備を行うこと。 

・ 上記の履行内容については平成 27 年３月末日までに窓口対応マニュアルを定めて甲に提出し、

準備状況を報告すること。なお、窓口対応マニュアルには、５(2)イおよびウの業務のうち、総

合相談窓口において実施する内容についても含めること。 

イ 権利擁護事業（法第 115条の 45第２項第２号） 

・ 被保険者に対する虐待の防止のため、総合相談窓口において、または居宅等に訪問して、相談、

指導および助言を行うための準備を行うこと。また圏域内支所と協力して日常的に虐待防止を

目的とした啓発活動を行うための準備を行うこと。 

・ 高齢者虐待防止法第 18条に基づき、高齢者虐待に関する通報および届出等の窓口であることを

明示して周知するための準備を行うこと。また、圏域内の支所にも明示して周知させるための

準備を行うこと。 
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・ 高齢者虐待に関する通報、届出および発見があったときは直ちに甲に報告し、事実の確認およ

び被保険者の安全の確認を行なったうえで、その結果を甲が開催する高齢者虐待ケース検討会

に報告するための準備を行うこと。また高齢者虐待ケース検討会の結果、高齢者虐待の事実が

認められたときは、被保険者または養護者に対して相談、指導および助言を行うとともに、被

保険者を老人福祉施設等へ入所させる措置が必要と考えられるときは、別に定める様式により

甲に措置入所の実施を求めるための準備を行うこと。 

・ 休日・夜間も含め虐待通報等があった場合に、その内容に応じ、適切かつ迅速な対応が講じら

れるよう、甲が定めるマニュアルを参考に、平成 27年３月末日までに高齢者虐待対応マニュア

ルを定め甲に提出すること。また緊急時の連絡先を平成 27年３月末日までに甲に提出し、準備

状況を報告すること。 

・ 総合相談窓口において、成年後見制度の利用に関する相談を受け付け、制度の説明および申立

てを支援する関係機関の案内等を行うための準備を行うこと。また、申立人が不在である等、

練馬区長による成年後見等申立ての必要があると認められる場合は、別に定める様式により甲

に練馬区長による成年後見申立てを求めるための準備を行うこと。 

・ 総合相談窓口において、消費者被害に関する相談を受け付け、被害に遭った被保険者の被害回

復および再発防止のために警察や弁護士等につなげる等の支援を行うための準備を行うこと。

また練馬区消費生活センターと情報交換を行い、消費者被害の防止を目的とした関係機関への

周知や啓発活動を行うための準備を行うこと。 

・ 甲が継続的に関わっている見守りの必要な被保険者について、甲から必要かつ十分な引継ぎを

受けること。また、甲とともに被保険者への挨拶等を行い、引継ぎを受けたことについて被保

険者へ周知すること。 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（法第 115条の 45第２項第３号、法第 115条の 48） 

・ 総合相談窓口において、圏域内の被保険者を担当する介護支援専門員から相談があったときは、

その内容に応じ、居宅（施設、予防）サービス計画の作成に関する指導・助言、介護支援専門

員との同行訪問、あるいはサービス担当者会議の開催等の支援を行うための準備を行うこと。 

・ 地域における主任介護支援専門員および介護支援専門員の情報交換、資質向上等のために、圏

域内支所と協力し、地域の主任介護支援専門員および介護支援専門員の連絡会または事例検討

会等を開催するための準備を行うこと。 

・ 地域ケア圏域会議を年４回程度開催する計画を立案し準備を行うこと。 

・ 圏域内支所が主催する地域ケア個別会議の開催を支援するための準備を行うこと。 

・ 地域ケア圏域会議の実施については、甲が定めるガイドラインに基づき、平成 27年３月末日ま

でに地域ケア圏域会議実施マニュアルおよび地域ケア圏域会議実施計画を定め甲に提出し、準

備状況を報告すること。 

エ 在宅医療・介護連携の推進事業（法第 115条の 45第２項第４号） 

・ ５(1)に掲げる業務時間内において、所在地の事務所内に「在宅医療と介護の専門相談窓口」を

開設し、６(1)ア(ｴ)に掲げる職員を配置するための準備を行うこと。 

・ 支所に開設する既存の在宅療養相談窓口の職員から必要かつ十分な引継ぎを受けること。 

・ 「在宅医療と介護の専門相談窓口」において、病院や施設から在宅医療への移行、または在宅



4 

 

医療の開始・継続に関する相談を受け付け、必要な支援を把握して、適切なサービス、関係機

関および各種制度の利用につなげる等の支援を行うための準備を行うこと。 

・ 医療機関、介護サービス事業者等を対象に在宅医療・介護連携に関する事例検討会や研修を年

２回程度開催する計画を立案し準備を行うこと。 

・ 上記履行内容については、平成 27年 3月末日までに在宅医療と介護の相談窓口対応マニュアル

および事例検討会等実施計画書を定めて甲に提出し、準備状況を報告すること。なお、在宅医

療と介護相談窓口対応マニュアルには、５(2)オの業務について、「在宅医療と介護の専門相談

窓口」において実施する内容についても含めること。 

オ 認知症施策の推進事業（法第 115条の 45第２項第５号） 

・ 在宅医療と介護の専門相談窓口は、認知症に関する相談窓口を兼ねることとし、６(1)ア(ｵ)に

掲げる職員を配置するための準備を行うこと。 

・ 「在宅医療と介護の専門相談窓口」において、認知症の被保険者やその家族からの相談を受け

付け、必要な支援を把握して、適切なサービス、関係機関および各種制度の利用につなげる等

の支援を行うための準備を行うこと。 

・ 認知症の早期発見および早期対応のため、認知症専門医および認知症サポート医による認知症

（もの忘れ）相談事業を実施する計画を立案し準備を行うこと。 

・ 上記履行内容については、平成 27年 3月末日までに認知症（もの忘れ）相談事業実施計画を定

めて甲に提出し、準備状況を報告すること。 

・ 甲が継続的に関わっている認知症被保険者について、甲から必要かつ十分な引継ぎを受けるこ

と。また、甲とともに被保険者やその家族への挨拶等を行い、引継ぎを受けたことについて被

保険者等へ周知すること。 

カ 地域包括支援ネットワークの構築事業（法第 115条の 46第７項） 

・ 包括的支援事業を効果的に実施するため、地域包括支援ネットワークを構築する方法として、

５(2)ウに掲げる地域ケア圏域会議の開催および地域ケア個別会議の開催の支援を行うための

準備を行うこと。 

・ 準備委託期間内に開催される民生児童委員協議会ならびに、地域密着型サービス事業者が実施

する運営推進会議および介護医療連携推進会議等、関係機関の会議に参加し、甲とともに関係

機関への挨拶等を行い、引継ぎを受けたことについて関係機関へ周知すること。 

キ 介護予防支援事業（法第８条の２第 16項、第 115条の 45第１項第１号ニ） 

・ 居宅要支援被保険者に対し介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に基づき介護予

防サービス計画を作成するための準備を行うこと。法第 115条の 47第５項に基づき、その業務

の一部を、指定居宅介護支援事業者に委託するときは、厚生労働省令で定める基準に基づき届

出の準備を行うこと。また、受託した事業者が、被保険者の介護予防に資するケアマネジメン

トが行えるよう、指導・助言を行うための準備を行うこと。 

・ 指定介護予防支援事業者の指定を受けた場合において、厚生労働省令で定める基準に基づき介

護予防サービス計画を作成する準備を行うこと。法第 115条の 23第３項に基づき、その業務の

一部を、指定居宅介護支援事業者に委託するときは、厚生労働省令で定める基準に基づき届出

の準備を行うこと。また、受託した事業者が、被保険者の介護予防に資するケアマネジメント
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が行えるよう、指導・助言を行うための準備を行うこと。 

・ 乙および圏域内支所、ならびに乙が事業の一部を委託した指定居宅介護支援事業者が作成した

介護予防サービス計画に基づき、被保険者に提供された介護予防サービスについて、毎月末日

までの利用実績を翌月 10 日までに８(1)アにより貸与された地域包括支援センターシステムに

入力し、国民健康保険団体連合会に伝送するための準備を行うこと。 

・ 上記の履行内容については、平成 27年 3月末日までに介護予防支援業務マニュアルを定めて甲

に提出し、準備状況を報告すること。 

ク 圏域内地域包括支援センター支所の統括 

・ 圏域内支所が行う法第 115条の 45第 1項第 1号ニに規定する第 1号介護予防支援事業（居宅要

支援被保険者に係るものを除く。）およびよりあいひろば事業の実施に関する指導・助言・支援

を行うこと。 

・ 圏域内支所の連絡・調整を行うために、甲が開催する本所・支所連絡会に出席すること。また

甲とともに圏域内支所への挨拶等を行い、引継ぎを受けたことについて圏域内支所へ周知する

こと。 

・ 圏域内支所の業務等に関する相談・苦情があった場合はそれを受け付け、当該支所と協力して、

解決・改善・再発防止に向けた取り組みを行うための準備を行うこと。 

ケ 特別養護老人ホーム入所申込者等に関する名簿管理業務 

・ 乙は、甲が貸与する記録媒体によって、圏域内の特別養護老人ホームから毎月提供される入所

申込者等に関する名簿（以下「待機者名簿」という。）の情報を、８(1)に掲げる特別養護老人

ホーム入所待機者名簿管理システム（以下この項に限り「特養待機者システム」という。）に、

入力するための準備を行うこと。 

・ 乙は、甲が毎月特別養護老人ホームごとに更新する待機者名簿の情報について、特養待機者シ

ステムにより甲が貸与する記録媒体に出力し、該当する特別養護老人ホームの従事職員である

ことを確認のうえ、提供するための準備を行うこと。 

・ 入所待機者である本人等から、入所待機者の順番等に関する問い合わせがあったときは、特養

待機者システムにより情報を確認し、回答するための準備を行うこと。 

 

６ 職員の配置等 

(1) 職員配置 

ア 乙は、業務を効率的、計画的かつ確実に実施するために、必要な資格を有する職員を、地域包

括支援センターに配置するための準備を行うこと。なお、つぎに掲げる職員および員数につい

ては常勤かつ専従で配置しなければならない。 

(ｱ) 保健師または看護師（保健師、看護師ともに、１年以上の医療または地域保健等に関する業

務経験のある者。なお、准看護師を配置することはできない。）１名以上。 

(ｲ) 社会福祉士（１年以上の相談支援に関する業務経験のある者）１名以上。 

(ｳ) 主任介護支援専門員 ２名以上。 

(ｴ) 医療・介護連携推進員（医療・介護に関する業務経験のある者）1名以上。 

(ｵ) 認知症地域支援推進員（医療・介護に関する業務経験のある者）１名以上。なお、６(1)ア
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(ｴ)に定める医療・介護連携推進員を兼ねることができる。 

イ 乙は、従事者を配置するに当たり、法令および乙が定めたマニュアル等に関する研修を確実に

行うための準備を行うこと。 

 

  (2) 業務責任者の選任 

ア 乙は、業務を適切に履行するため、従事者の管理監督・指揮命令を行う業務責任者を選任し、

配置しなければならない。 

イ 業務責任者は、業務履行上必要な甲との連絡調整および業務報告などを担当する。 

ウ 業務責任者は、業務の履行状況により、適時、業務の割付および従事者の配置等を指示する。 

エ 乙は、業務責任者および従事者の配置に際し、甲の定める様式による「従事者名簿」を甲に提

出しなければならない。また、業務責任者および従事者に変更が生じた場合も同様とする。 

 

(3) 従事者証の発行 

ア 甲は、６(2)エの規定により届出のあった従事者名簿に基づき、委託事業に従事していること

を証明するために、別に定める従事者証を発行する。 

イ 乙は、従事者証の発行を受けた職員が、委託業務に従事しなくなった場合には、速やかに甲へ

従事者証を返却すること。 

 

７ 事業計画の策定等 

(1) 事業計画等の策定 

乙は、平成 27 年５月末日までに平成 27 年度の事業計画書および収支予算書を策定し、甲に提出す

るための準備を行うこと。 

 

(2) 評価の実施等 

  乙は、自らその実施する事業の質の評価等を行うための準備を行うこと。 

 

８ 業務に要するシステムおよび機器の貸与等 

(1) システムの使用 

ア 甲は、業務履行のため、乙に以下のシステムを使用させる。 

・地域包括支援センターシステム 

・要介護認定支援システム 

・福祉情報システム 

・特別養護老人ホーム入所待機者名簿管理システム 

イ 甲は、各システムの使用に際し、乙の従事者に IDを付与し、使用状況を記録する。 

 

(2) 機器の貸与・使用 

ア 甲は、地域包括支援センターシステムおよび特別養護老人ホーム入所待機者名簿管理システム

兼用の端末機１台、要介護認定情報システム端末機 1 台および福祉情報システム端末機 1 台を
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用意し、乙に貸与する。また、それぞれのシステムに関する使用マニュアルを貸与する。 

イ 甲は、業務履行に必要な電話（電話回線を含む）、複写機、印刷機等を乙に貸与する。 

ウ 乙は、業務の履行に必要があるときは、甲に必要な機器の貸与を求めることができる。 

エ 端末機の貸与期間は、原則として業務時間内とする。ただし、業務時間内に業務が未了の場合、

および繁忙期については、甲乙協議の上、貸与期間を変更することができる。 

オ 乙は、甲と協議の上、端末機等の操作およびセキュリティ管理に関する研修を従事者に受けさ

せなければならない。 

カ 乙は、貸与された端末機について、研修で習得した遵守事項を守り、貸与された端末機等を業

務以外の用途に使用してはならない。 

キ 乙は、甲が貸与する以外の機器の使用およびインターネット接続を利用する必要があるときは、

事前に甲と協議し文書による許可を受けなければならない。 

ク ８(2)キにより設置を許可した機器での、利用者の個人情報の取り扱いは認められない。 

ケ ８(2)キにより設置を許可した機器に対して、記録媒体が使用できないようにするための措置を

講じなくてはならない。 

 

(3) 事務用品の提供等 

ア 甲は、業務履行に必要な、用紙、事務用品、ファイリング用品等の事務用品について、乙に提

供する。 

イ 乙は、業務履行に必要があるときは、甲に事務用品の提供を求めることができる。 

ウ 甲は、乙の従事者に対し、更衣室、休憩室等を使用させる。 

 

９ 履行確認等 

(1) 各業務の検査確認については、毎月の業務従事記録を作成し、翌月 15日までに甲に報告すること。 

 

(2) 定例会は月１回、甲乙において開催する。 

 

(3) 甲は、乙の履行状況を適時調査し、報告を求めることができる。また、必要があるときは改善を求

めることができる。 

 

(4) 乙は、甲の求めに応じて、圏域内支所の業務実績等について評価するための準備を行うこと。 

 

 

10 支払方法 

 甲は、乙の請求に基づき、委託料を乙に支払う。 

 

11 個人情報保護および管理 

(1) 乙は、別紙「受託者が定める個人情報保護規定に関する参酌基準（骨子）」の内容を参考に、個人

情報保護に関する規定類を事前に定め、その内容について甲の承認を得なければならない。また、
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乙は、従事者に対する研修等を行い、乙の定める個人情報保護規定および、甲の定める個人情報

保護規定の遵守を従事者に誓約させなければならない。 

 

(2) 乙は、別紙「個人情報の保護および管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

12 受託情報の取り扱いに関する特記事項 

乙は、システムの取扱いに当たり、別紙「情報システムに係る委託契約等における受託情報の取扱

いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

13 その他 

(1) 乙は、善良な受託者として本仕様書に基づき、業務を誠実に履行すること。 

 

(2) 乙は、従事者に名札の着用および従事者証の携帯を義務づけること。 

 

(3) 乙が作成したマニュアルの権利は、納入と同時に甲に帰属するものとする。履行期間中に、記載

内容の変更があった場合は、改定後のマニュアルをあらためて提出すること。 

 

(4) 乙は、委託業務に関して発生した事故について、その事故が乙の故意または重大な過失による場

合は、その責任において処理するものとする。また、乙は、次の項目に該当するときは、応急措

置の上、直ちに甲に報告しなければならない。 

ア 非常災害その他の事故により、委託業務の履行が困難となったとき、またはそのおそれがある

とき。 

イ 業務運営中に利用者に事故があったとき。 

ウ 前各号の他業務運営、管理に支障を来す事態が発生したとき。 

 

(5) 甲は、乙が業務を適正に履行できない場合および期限内に履行できない場合、乙に損害賠償を求

める。 

 

(6) 乙は、利用者からの苦情処理に関する体制を整備しなければならない。また、苦情のあった場合

には直ちに甲に報告しなければならない。 

 

(7) 本仕様書に定めのない事項を含む疑義については、甲乙協議の上、決定する。 


